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総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委

員会電子計算機及び磁気ディスク装置判断基準ワーキンググループでは、磁気ディ

スク装置のエネルギー消費性能の向上に関し、製造事業者等の判断の基準となるべ

き事項等について審議し、以下のとおりとりまとめた。 

 

１．現行基準の評価【別添１】 

 

現行基準の磁気ディスク装置のエネルギー消費効率については、2011年度目標基準値

の達成により2007年度比で75.8％改善見通しであったが、2011年度実績では75.9％改善

と見通しを上回っており、 記録密度の向上とともにエネルギー消費効率の向上が図ら

れている。 

 

表１.エネルギー消費効率の実績 

（2007年度及び2011年度） 

 2007年度実績 2011年度目標基準値 2011年度実績 

エネルギー消費効率 0.019 0.00460（75.8%） 0.00457（75.9%） 

（出所）経済産業省調べ 

（説明）単位はW/GB、エネルギー消費効率は対象機器のエネルギー消費効率を出荷台数で加重平均した値。 

 

現行基準の目標年度（2011年度）以降はエネルギー消費効率の改善は鈍化傾向にある

ものの、ディスク搭載枚数の増加等の記憶密度の増加技術や、CPU・メモリ等の半導体

の微細化による消費電力の低減技術等により更なる効率向上が期待されている。このた

め、新たな基準の策定により一層のエネルギー消費性能の向上を促進する必要がある。 
 

２．基準見直しにあたっての基本的な考え方【別添２】 

 

インターネットの普及によりビジネスだけではなく広く社会全体のデジタル化・

ネットワーク化が進展し通信量が増加している。ストレージの種類も多様化する中

で、磁気ディスク装置はデータセンター等での大量の情報や長期保存のストレージ

としての需要も高まっている。磁気ディスク装置のうち、データセンター等で使用

されるようなディスクドライブ数が12台以上搭載可能な磁気ディスク装置は、磁気

ディスク装置全体の９割以上のエネルギー消費量を占めている。こうしたことか

ら、データセンター等で使用されるようなディスクドライブ数が12台以上搭載可能

な磁気ディスク装置について、一層のエネルギー消費性能の向上を促進する必要が

ある。 

また、磁気ディスク装置のエネルギー消費効率においては、ISO/IEC規格が制定さ

れており、国際基準を踏まえた磁気ディスク装置のエネルギー消費効率の測定方法

等について検討する必要がある。 
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３．製造事業者等の判断の基準となるべき事項等 

 

（１）対象範囲【別添３】 

 

磁気ディスク装置のうち、以下のものについては、対象から除外する。 

 

①市場での使用割合が極度に小さいもの 

記憶容量が１ギガバイト以下のもの。 

 

測定方法が確立しておらず目標基準値を定めること自体が困難なもの 

交流電源から給電を受けずUSBケーブル等直流電源の給電のみで動くもの。 

 

（２）エネルギー消費効率及びその測定方法【別添４】 

 

①エネルギー消費効率 

測定した消費電力をワット単位で表した数値を、記憶容量をギガバイト単位で

表した数値で除した数値とする。記憶容量は、物理的に記憶できる最大の記憶

容量であり、磁気ディスク装置に搭載するデータ記憶に使用するディスクドラ

イブ毎の記憶容量の合計とする。ディスクアレイの冗長部分やミラーリングの

ミラー部分の記憶容量が含まれ、容量最適化技術による論理容量は含まない。 

 

②エネルギー消費効率の測定方法 

国際規格（ISO/IEC 24091：2019 情報技術－データセンターストレージの電

力効率測定の仕様 Information technology－Power efficiency measurement 

specification for data center storage）に準じ、下記の測定条件とする。 

 

(ア) 周囲温度は18～28℃、周囲湿度は15～80％とすること。 

(イ) 電源電圧は定格消費電力が1500W以下では電源電圧の±1%、1500W超では

±5%の範囲とすること。 

(ウ) 電源周波数は定格周波数とすること。 

(エ) ディスクドライブが12台以上搭載可能な磁気ディスク装置については、必

要な電源、バッファ用のキャッシュメモリ、制御装置を搭載し、制御装置

に接続可能な記憶容量が最大となる構成（以降、「最大構成」という）で

測定すること。最大構成で実測が困難な場合には計算式によって算出する

ことを可能とする1。この場合には、製造事業者等はエネルギー消費効率

の算出過程を明らかにすることが必要である。なお、3.5インチのディス

クドライブを含む構成（区分Ⅴ）と2.5インチのディスクドライブのみで

構成（区分Ⅵ）の双方の構成が取り得る磁気ディスク装置である場合は、

それぞれの最大構成で測定すること。 

                            
1 制御装置をもつ筐体（以降、「基本筐体」という）と制御装置を持たない筐体（以降、

「拡張筐体」という）からなる構成の消費電力から基本筐体の消費電力を差し引くことによ

り、拡張筐体の消費電力を求め、最大構成時の拡張筐体の個数との積に基本筐体の消費電力

を加算することで、最大構成の消費電力とすることができる。 
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(オ) 電源を入力し、ディスクドライブが回転している状態で、直ちにデータの

書き込み及び読み取りをすることが可能な状態（以降、「レディアイドル

モード」という）で、5秒以下の測定間隔で消費電力を7200秒間測定し、

平均消費電力を算出すること。ただし、区分ⅠからⅣの単一の電子計算機

等に接続して用いる磁気ディスク装置については、出荷段階で設定された

レディアイドルモードからスリープモードやスピンダウンモードへの移行

時間が試験時に解除できない場合がある。ISOで規定された7200秒間の測

定時間中、レディアイドルモードを保持できない場合には、例えば電源入

力直後の消費電力の変動が解消し、変動率が10％以内となってから測定を

開始し、測定時間を60秒間としてもよい。この場合には、製造事業者等は

エネルギー消費効率の測定過程を明らかにすることが必要である。

（３）目標年度【別添５】

エネルギー消費効率の改善に向けた開発の時間を十分に確保する等の観点か

ら、2023年度（令和5年度）とする。 

（４）区分と目標基準値【別添６】

ディスクドライブが単一のもの（以下「単体ディスク」という。）について

は、2.5インチ製品のバスパワー化により、対象の大層が3.5インチディスクドラ

イブであるため、ディスクサイズによる区分は行わず、ディスクドライブ内のデ

ィスク枚数の違いにより１枚、２枚又は３枚、４枚以上の３つの区分（区分Ⅰか

らⅢ）とする。ディスクドライブを２～11台搭載可能な磁気ディスク装置につい

ては現行のサブシステムの２区分を統合する（区分Ⅳ）。データセンター等で用

いられる様なディスクドライブを12台以上搭載可能な磁気ディスク装置について

は、ディスクドライブの外形寸法により２つに区分（区分Ⅴ及びⅥ）する。

ディスクドライブ台数が１～11台以下の区分Ⅰ～Ⅳの目標基準値については、

当該区分に含まれる現行基準の各区分のうち、最も出荷台数の多い区分（現行区

分A,B,C,N)の目標基準値に据え置くこととする。 

ディスクドライブ台数が12台以上であって、3.5インチのディスクドライブ2を含

んで構成される区分Ⅴについては、大層を占める7200回転の磁気ディスク装置の

エネルギー消費効率が0.0019W/GBと最も高く、この値をベースにディスク枚数の

増加の技術開発による向上を考慮して、0.0017 W/GBを目標基準値とする。

2.5インチディスクドライブ3のみから構成される区分Ⅵについては、複数の回転

数のディスクドライブが使用されているため、ディスクドライブの回転数（N）を

変数とし7200回転と15000回転のトップ値の接線を目標基準値の関係式とする。 

2 ディスクドライブの直方体の最も辺が長い長辺、最も短い短辺、中間の中辺のうち中辺が

75mm超のものとする。 
3 ディスクドライブの直方体の中辺が75mm未満のものとする。 
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        表２．磁気ディスク装置の目標基準値 
 

ディスクド

ライブ 

搭載可能数 

ディスクドライブの形状及び性能 

 

区分名 

 

基準エネルギー消費効率の 

算定式 

ディスクドライブ 

 外形寸法 

ディスク枚

数 

1 台 － 

1 枚 Ⅰ E＝exp(2.98×ln(Ｎ)-30.8) 

2 枚又は 3枚 Ⅱ E＝exp(2.98×ln(Ｎ)-31.2) 

4 枚以上 Ⅲ E＝exp(2.11×ln(Ｎ)-23.5) 

2-11台     － － Ⅳ E＝exp(1.56×ln(Ｎ)-17.7) 

12 台以上 

3.5 インチを含む構

成（幅 75㎜超） 
－ Ⅴ 0.0017 

2.5 インチのみの構

成（幅 75㎜以下） 
－ Ⅵ E = exp(0.965×ln(Ｎ)-14.3) 

 

備考１：目標基準値のE及びNは次の数値を表すものとする。 

Ｅ：基準エネルギー消費効率（単位：ワット/ギガバイト）   

Ｎ：ディスクドライブの定常回転数（単位：回毎分） 

備考２：lnは底をｅとする対数を表す。 

備考３：回転数の異なるディスクドライブが混載される場合にあっては、回転数（N）は、各ディスク

ドライブの回転数を搭載台数で加重平均した値とする。 

 

（５）達成判定方法 

 

各製造事業者等は、目標年度以降の各年度において国内向けに出荷する磁気デ

ィスク装置において、区分毎に出荷した磁気ディスク装置の数（ディスクドライ

ブを複数有するものにおいては基本筐体の数）により加重平均した値が基準エネ

ルギー消費効率を当該機器の出荷台数により加重平均した数値を上回らないよう

にする。 

単体ディスクも対象としてエネルギー消費性能の向上を求めていることを踏ま

え、ディスクドライブが12台以上搭載可能な磁気ディスク装置については、報告

徴収時に出荷した磁気ディスク装置毎に構成する筐体数（基本筐体と拡張筐体の

数）の報告を求める。 

なお、現行と同様に、既に販売ピークを過ぎた製品を除外すべく、目標年度以

降の各年度における出荷台数が過去の１年度の最高出荷台数の10％以下である機

種については基準の達成判定において除外することとする。 

 

（６）表示事項等 

 

①表示事項 

エネルギー消費効率に関し製造事業者等は、次の事項を表示すること。 

 

(ア) 品名又は形名 

(イ) 区分名 

(ウ) 装置の最大記憶容量、ディスクドライブの種類、回転数、 
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最大構成時のディスクドライブ搭載台数（区分Ⅴ及びⅥに限る。） 

(エ) エネルギー消費効率

(オ) 製造事業者等の氏名又は名称

(カ) エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭

和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。）で定める測定方法

により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したもの

である旨

②遵守事項

エネルギー消費効率に関する表示に際して製造事業者等が遵守すべき事項は、

以下のとおりとする。

(ア) エネルギー消費効率は、有効数字３桁以上で表示すること。

(イ) 表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタログ及び機器の選定に

あたり製造事業者等により提示される資料に記載すること。

(ウ) 装置の最大記憶容量、ディスクドライブの種類、回転数、最大構成時の

ディスクドライブ搭載台数は、磁気ディスク装置の最大構成時である旨を

付記すること。

(エ) 区分Ⅴ及びⅥのエネルギー消費効率は、最大構成時のものとし、その旨

を追記すること。

Ⅴ．省エネルギーに向けた提言 

（１）使用者の取組

①エネルギー消費効率の良い磁気ディスク装置の選択に努めること。

②データセンターにおける磁気ディスク装置の使用に当たっては、機器構成、

機器の高温での稼働性能、ソフトウェアによる省エネモードの使用も含めて

適切かつ効率的な使用により省エネルギーを図るよう努めること。

（２）製造事業者等の取組

①磁気ディスク装置の省エネルギー化のための技術開発を推進し、エネルギー

消費効率の良い磁気ディスク装置の普及に努めること。

②エネルギー消費効率の良い磁気ディスク装置の普及を図る観点から、「省エ

ネルギーラベル」の速やかな導入を図り、使用者がエネルギー消費効率の良

い磁気ディスク装置の選択に資するよう情報の提供に努めること。

③実際に使用される磁気ディスク装置は、その型式での最大構成とは異なる構

成で使用されるケースも多いため、使用実態に基づくエネルギー消費効率の

情報提供に努めること。

④エネルギー消費効率を計算式によって算出した場合や測定時間を短縮した場

合にはその過程を明らかにすること。

⑤国際的な基準、測定方法等の改正動向について情報収集を行い、その妥当性

について検討を行うこと。

（３）政府の取組
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①エネルギー消費効率の良い磁気ディスク装置の普及を図る観点から、使用者

及び製造事業者等の取組を促進すべく、必要な措置を講ずるよう努めること。

②製造事業者等の表示の実施状況を定期的・継続的に把握し、使用者に対して

エネルギー消費効率等に関する正しく、分かり易い情報の提供がなされるよ

う適切な法運用に努めること。

③単体ディスクも対象としてエネルギー消費性能の向上を求めていることを踏まえ、デ
ィスクドライブが12台以上搭載可能な磁気ディスク装置について、エネルギー消費
の実態を把握するため磁気ディスク装置毎の筐体数（基本筐体及び拡張筐体）の
把握に努めること。

④SSD（Solid State Drive）等半導体ディスクは新基準の対象ではないが、その

普及状況を注視する。
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